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新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止等に関連した求職者 

に対する職業紹介時の心のケアについて（情報提供） 

 

 

今般の新型コロナウィルス感染症の感染防止等への取組に伴う就労環境の変

化による求職者のストレス過多やこれに伴う心の不調に対応するため、別添の

とおり、厚生労働省職業安定局首席職業指導官室中央職業指導官から各都道府

県労働局職業安定部職業安定課長に対し「新型コロナウィルス感染症の感染拡

大防止等に関連した求職者に対する職業紹介時の心のケアについて」（令和２年

３月 12日事務連絡）が発出されたところである。 

自殺対策の相談窓口等におかれては、必要に応じて、求職者等の当事者に対し、

別添の求職者向けのメール相談事業や専門家による巡回相談等について情報提

供するとともに、都道府県労働局や公共職業安定所から都道府県や市区町村が

行う自殺対策事業について照会を受けた場合には、必要な情報提供をお願いし

たい。 

併せて、都道府県におかれては、管内の市区町村に対し周知方お願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 務 連 絡 

令和２年３月1２日 

各都道府県労働局職業安定部 

職業安定課長 殿 

厚生労働省職業安定局総務課首席職業指導官室 

中央職業指導官 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等に関連した 

求職者に対する職業相談時の心のケアについて 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等への取組に伴い、就労環境の変化によるス 

トレス過多、これに伴う心の不調、さらには自殺リスクの高まりにも発展しかねない状況

にあります。 

このため、公共職業安定所に来所する求職者に対しては、心理状態に配慮して職業相談

を実施していただくとともに、必要に応じて、下記の「求職者のストレスチェック及びメ 

ール相談事業」や「専門家による巡回相談」を周知・活用いただくようお願い申し上げま

す。 

記 

１ 求職者のストレスチェック及びメール相談事業 

本事業の周知に当たっては、次の点に留意すること。 

（１）求職者の目にとまりやすい場所に、周知用リーフレットを掲示又は配架すること。 

（２）ストレス過多等により心の不調が疑われる求職者に対して、職業相談場面でリーフ

レットを手交すること。その際、「ストレスチェックシート」は、求職者が心のストレ

ス状態について自ら確認できるものであること、専門機関にメールで相談できること、

当該専門機関（株式会社ヒューマン・タッチ）は厚生労働省が委託しているものであ

り、相談内容についてハローワークには報告されないこと等について、案内すること。 

（３）令和元年６月に配付したリーフレットを活用すること。不足する場合は、別添１の

リーフレット（PDF）を印刷すること。 

（４）本事業の詳細については、令和元年５月31日付け事務連絡「令和元年度版「ストレ

スチェックシート及びメール相談事業」の周知用リーフレットの配付等について」を

参照すること。なお、令和２年度における委託先については、決定次第、別途連絡す

る。 



２ 専門家による巡回相談 

メンタルヘルス専門家（臨床心理士、精神保健福祉士等）による心の健康相談を実施

しているハローワークにおいては、次の点に留意して周知すること。 

（１）求職者の目にとまりやすい場所に、巡回相談を実施していることや専門家の資格、

相談日など必要な情報を掲示又は配架すること。 

（２）職業相談場面で巡回相談を案内する際は、当該相談を利用した場合、相談を担当し

た専門家から、利用した求職者の氏名、求職番号及び相談の状況について、ハローワ 

ークが報告を受けることについて、事前に説明すること。 

（３）本事業の詳細については、平成26年３月26日付け職発0326第16号「「専門家による巡

回相談」について」及び平成31年３月29日付け職首初0329第16号「平成31年度におけ

る「専門家による巡回相談」の実施について」並びに平成31年３月29日付け事務連絡

「平成31年度における「専門家による巡回相談」に係る留意事項について」を参照す

ること。なお、令和２年度における実施については、決定次第、別途連絡する。 

（４）なお、メンタルヘルス専門家による心の健康相談をを実施していないハローワーク

においても、地方公共団体が地域自殺対策緊急強化事業又はこれに類する単独事業と

して、安定所の求職者を対象にした相談を実施している場合は、これを周知すること。 

３ 参考 
悩み別、方法別、地域別に相談窓口を検索できる厚生労働省の自殺対策における「支

援情報検索サイト」（別添２）があるため、必要に応じて参照すること。 
【支援情報検索サイト：http://shienjoho.go.jp/】

担当：厚生労働省職業安定局総務課

首席職業指導官室 中央職業指導官 

三島、田中 

03-5253-1111（内線5834、5670） 
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悩んでいる方も、支えたい方も多種多様な悩みをご相談いただけます。

どこに相談すべきか悩んだ時は、こちらの相談窓口をご覧ください。

さまざまな方法の相談窓口をご紹介しています。

電電話話  メール・SNSS

フファックスス 他相談窓口口

そその他他   支支援情報報

※「その他」では、「キーワード入力」による「悩みの種類」などでの検索も可能です。

シンポジウム キャンペーン等はこちら

ページトップへ戻る

利用規約 ウェブアクセシビリティ  サイトマップ

厚生労働省自殺対策推進室 〒100-8916  東京都千代田区霞が関1-2-2  電話番号 03-5253-1111 （代表）内線 2837

Copyright 2020 Ministry of Health, Labour and Welfare.
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電話

他相談窓口 その他 支援情報

支援情報検索サイト > 支援情報

支援情報

外部のウェブサイトへご案内します。

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳（厚生労働省）

こころの健康確保と自殺や過労死などの予防-  専門の相談機関や、医療機関のご案内、悩みを乗り越

えた方の体験談、心の病や過労死に関する基礎知識、心の健康度や疲労の蓄積度を診断するセルフ

チェックなどがあります。

こころもメンテしよう（厚生労働省）

若者を支えるメンタルヘルス情報サイトです。ゆううつな気分、やる気がなくなる、不安な思いなど、ここ

ろのSOSサインに気づいたときにどうすればいいのか、など役立つ情報をわかりやすく紹介しています。

みんなのメンタルヘルス総合サイト（厚生労働省）

こころの不調・病気に関する情報をまとめたサイトです。病気の症状の説明や、医療機関、相談窓口、

各種支援サービスについての紹介など、治療や生活に役立つ情報をわかりやすく提供しています。

Mex（ミークス）

家族や友達・からだ・性のこと等、人には言えない「困ったかも」を手助けする10代のためのWebサイトで

す。カテゴリや場所等から、10代がメールや電話等で利用できる全国の相談窓口やサービスを検索す

ることができます。

その他情報

生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機関窓口

働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは地域の相談窓口にご相談ください。 相談窓口では

一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専

門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

返済に困った場合の相談窓口一覧（金融庁）

債務整理（借金問題）についての相談先、ヤミ金融についての通報・相談先、登録賃金業者にかかる苦

情・相談先。その他の法律相談についての相談窓口一覧があります。

配偶者からの暴力被害者支援情報（内閣府）

配偶者からの暴力に関する支援情報をまとめたサイトです。法律や支援制度、相談窓口などを紹介して

います。

暮らしの相談窓口のご案内（内閣府）

メール・SNS ファックス

http://shienjoho.go.jp/info.html 2020/03/12
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子育てについてのご相談、犯罪被害等についてのご相談、交通事故の被害者やその家族の方で、損

害賠償問題、生活福祉問題についての相談先をまとめています。

子どもの（SOS）の相談窓口（そうだんまどぐち）（文部科学省）

24時間いじめ相談ダイヤル（0120-0-78310 ）、いじめ相談機関情報、全国の自動相談所の相談窓口等

の情報があります。

一人で悩まずにご相談ください。（法務省人権擁護局）

毎日の生活の中で、これは人権上問題ではないだろうかと感じたり、あるいは法律上どのようになるの

か、よくわからなくて困ったことはありませんか。そのような場合に気軽に相談できる場所として、法務省

の人権擁護機関が開設している人権相談所があります。相談は無料で、相談内容については秘密を厳

守します。

ページトップへ戻る

利用規約 ウェブアクセシビリティ  サイトマップ

厚生労働省自殺対策推進室 〒100-8916  東京都千代田区霞が関1-2-2  電話番号 03-5253-1111 （代表）内線 2837

Copyright 2020 Ministry of Health, Labour and Welfare.
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